
人口総数 20,871人  （+17人）
　　　男 10,474人  （+1人）
　　　女 10,397人  （+16人）
世 帯 数   8,669世帯（+22世帯）

（令和8年2月28日現在）
（　）は対前月末比

人のうごき

令和８年1月　火災・救急情報

【火災発生状況】 町内1件
【救急出動状況】 町内81件（火災1、交通事故8、一般負傷10、急病59、
　　　　　　　　　　　　転院搬送3）
　　　　　　　　　　　問 東近江行政組合愛知消防署 ☎0749－45－4119

 

愛知川東小学校
人権集会

わたしの学校

愛荘町公式Facebook
「愛荘町 あしょうさん紀行」

学びにつながる
「みんなの
　デジタル掲示板」

わが家の天使わが家の天使わが家の天使
1 歳のお誕生日
おめでとう!

住民課の窓口延長が終了します。

問 住民課
☎0749ー42ー7692

　住民課では、これまで毎月第1・3木曜日に窓口延長を実施してまいりまし
たが、コンビニ交付やオンライン化の拡充に伴い、令和8年3月末をもって終
了します。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

　広報あいしょう６月号に「お子さんの顔写真」「お子さんの名前」「一言メッセージ」を掲載します。掲載を希望される方は、①お子
さんの氏名（ふりがな）②生年月日③保護者氏名④電話番号⑤一言メッセージ（２０文字前後）⑥ホームページへの掲載の有無を
メール本文にご入力の上、お子さんの写真を添付してメールでご応募ください。メール送信後は、受信確認のためお電話ください。
　メールの内容を確認しましたら、受付完了メールを送付させていただきます。メールの返信がない場合は、みらい創生課へご連
絡ください。
【応募締切】4月10日（金）※応募多数の場合は、抽選を行うことがあります。
問 みらい創生課　☎0749ー29ー9046　  seisaku@town.aisho.lg.jp

▲メールでの
ご応募は
こちらから

６月に１歳のお誕生日を迎えるお子さんのお写真を大募集！

● 必要な手続き
① 児童手当額改定請求書の提出
② 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出
● 対象期限
令和8年 4月 16日（木）　※郵送の場合は必着
　期限までに提出された場合は、令和8年 4月
分の児童手当から適用されます。
　期限を過ぎた場合は、申請のあった月の翌月
分からの適用となりますのでご注意ください。

愛荘町 LINE 公式アカウント
「友だち」追加してね♪

　全校児童が体育館に集まり、人権集会を開催
しました。各学級からの人権週間の取組報告の
後、ジェリービーンズさんによる講演とコン
サートがありました。これからも、みんなが温か
い気持ちをもち、「明日も行きたくなる愛知川東
小学校」を目指していきます。

ニコニコ可愛い瑛梨佳ちゃん、お誕生日おめでとう！
これからも沢山笑って沢山食べて大きくなってね！

西澤瑛梨佳 ちゃん
にし  ざわ  え 　 り　　かつ  　だ   はる   か

1才おめでとう！
元気いっぱいのはるくんが大好きだよ！

津田晴架 ちゃん

My good Boy ！ 
YUGO HBD ♡

大林  悠 悟 ちゃん
おお ばやし　  ゆう   ご

　現在、児童手当の多子加算（第 3 子以降の支給額が月額 3 万円に増額）を受けている方のうち、令和 8
年 4 月からお子さんが大学生年代（18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日を経過し、22 歳に達する日
以後の最初の 3 月 31 日までの間にある方）となる場合は、所定の手続きを行うことで、令和 8 年度以降
も引き続き多子加算の適用を受けることができます。

　また、すでに左記の手続きをされている方であっても、養育状況に変更
があった場合（例：22歳到達前に大学・専門学校等を卒業・中退した場合や、
就職により保護者の経済的負担がなくなった場合など）は、改めて手続き
が必要となります。該当する可能性のある方には、すでに案内通知を送付
しておりますので、内容をご確認のうえ、必要に応じてお手続きをお願い
します。
　なお、左記条件に該当するにもかかわらず案内通知が届いていない場合
や、制度についてご不明な点がある場合は、愛荘町子ども支援課までお問
い合わせください。制度の詳細は、町ホームページをご確認ください。　

児童手当「多子加算」に関する申請のご案内

問 子ども支援課 ☎0749－42－7693

▲ホームページは
こちらから
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